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論壇
は
じ
め
に

士
業
法
人
に
お
い
て
、
社
員

が
退
社
し
た
場
合
の
出
資
持
分

を
い
か
に
評
価
す
る
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。
以
下
に
お
い
て
、
評

価
に
か
か
る
法
的
関
係
を
ま
と

め
、
問
題
点
と
そ
の
解
決
案
を

提
示
し
た
い
。
ま
た
、
代
表
的
な

士
業
法
人
と
し
て
、
こ
こ
で
は

税
理
士
法
人
に
限
定
し
て
考
察

を
進
め
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

１
�
税
理
士
法
人
の
法
的
性
格

税
理
士
法
人
は
税
理
士
法
に

根

拠

を

お

く
（
法
４８
の
２
）

が
、
会
社
法
の
合
名
会
社
規
定

を
多
く
準
用
し
て
い
る
（
法
４８

の
２１
）
。
合
名
会
社
は
会
社
法

上
、
持
分
会
社
と
し
て
規
定
さ

れ
て
い
る
（
会
社
法
５
７
５
）

が
、
そ
の
考
え
方
に
つ
い
て
は

旧
商
法
に
多
く
の
規
定
（
商
法

旧
５２
、
６８
）
を
お
い
て
い
た
。

合
名
会
社
は
人
的
会
社
と
い
わ

れ
、
出
資
者
個
人
間
の
結
び
つ

き
が
強
い
。
そ
の
意
味
で
は
、

協
業
組
合
的
性
格
も
あ
り
、
大

野
教
授
に
よ
れ
ば
準
組
合
法
理

（q
u
a
s
i
-
p
a
r
t
n
e
r
s
h
ip

d
o
c
t
r
in
e

）
の
適
用
を
認
め

る
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
る
※１

。

準
組
合
法
理
と
は
、
法
人
と
社

員
間
に
社
員
関
係
と
し
て
法
律

関
係
を
認
め
る
と
と
も
に
、
社

員
相
互
間
に
お
い
て
も
法
律
関

係
の
存
在
を
認
め
る
と
い
う
会

社
法
理
論
で
あ
る
。

税
理
士
法
人
に
関
し
て
も
、

そ
の
内
部
関
係
は
、
各
社
員
が

す
べ
て
の
業
務
を
執
行
す
る
権

利
を
有
し
義
務
を
負
う
と
さ
れ

（
法
４８
の
１１
）
、
準
組
合
法
理

の
適
用
が
可
能
で
あ
る
と
考
え

る
。ま

た
、
税
務
上
、
税
理
士
法

人
は
税
理
士
法
上
の
特
別
法
人

で
あ
り
、
会
社
法
上
の
会
社
で

は
な
い
た
め
、
法
人
税
法
２
⑩

に
規
定
す
る
同
族
会
社
に
該
当

し
な
い
。

２
�
税
理
士
法
人
出
資
評
価
の
必
要
性

税
理
士
法
で
準
用
し
て
い
る

会
社
法
６
１
１
条
に
お
い
て
、

退
社
※２

し
た
社
員
の
払
戻
請
求

権
を
認
め
て
い
る
。
税
理
士
法

で
は
法
４８
の
１７
で
法
定
退
社
事

由
を
定
め
て
お
り
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

�イ
税
理
士
の
登
録
の
抹
消

�ロ
定
款
に
定
め
る
理
由
の
発

生
�ハ
総
社
員
の
同
意

�ニ
除
名

上
記
イ
に
は
、
社
員
の
死
亡

に
よ
る
登
録
抹
消
も
含
ま
れ
る

と
解
さ
れ
る
。

ま
た
、
準
用
し
て
い
る
会
社

法
６
０
６
条
に
お
い
て
、
社
員

の
一
方
的
意
志
に
よ
る
任
意
退

社
も
認
め
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
ら
の
事
由
に
よ
り
社

員
が
退
社
し
た
場
合
、
持
分
払

戻
請
求
権
が
発
生
す
る
こ
と
と

な
り
、
そ
の
評
価
を
ど
う
す
る

か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
こ
と

と
な
る
。

こ

の

他
、
解

散
（
法
４８
の

１８
）
時

や

譲

渡
（
会

社

法

５
８
５
）
時
も
評
価
問
題
は
生

じ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で

は
考
察
し
な
い
。

ま
た
会
社
法
６
２
４
条
で
は

退
社
を
伴
わ
な
い
払
戻
し
を
認

め
て
い
る
が
、
税
理
士
法
で
は

準
用
し
て
い
な
い
た
め
、
退
社

に
伴
う
払
戻
に
限
定
し
て
考
察

す
る
。

３
�
退
社
時
の
出
資
の
取
扱
い

退
社
に
伴
う
出
資
持
分
払
戻

額
は
、
税
理
士
法
人
の
財
産
の

状
況
に
従
う
こ
と
（
会
社
法

６
１
１
②
）
と
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
、
社
員
の
持
分
は
、
そ
の

出
資
種
類
を
問
わ
ず
、
金
銭
で

の
払
戻
し
を
可
能
と
し
て
い

る
。
（
会
社
法
６
１
１
③
）

で
は
、
こ
の
払
戻
価
額
の
計

算
方
法
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

ろ
う
か
。

税
法
上
は
、
財
産
評
価
基
本

通
達
１
９
４
に
お
い
て
、
同
通

達
１
７
８
か
ら
１
９
３
ま
で
の

定
め
に
準
じ
て
計
算
す
る
と
定

め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

合
名
会
社
の
出
資
持
分
の
払
戻

し
を
受
け
る
場
合
の
評
価
対
象

資
産
は
、
有
価
証
券
た
る
出
資

で
は
な
く
債
権
た
る
出
資
持
分

払
戻
請
求
権
で
あ
り
、
原
則
と

し
て
、
課
税
時
期
に
お
け
る
一

口
あ
た
り
の
純
資
産
価
額
に
よ

り
評
価
す
る
こ
と
と
な
る
。

つ
ま
り
、
払
戻
価
額
は
、
評

価
す
べ
き
税
理
士
法
人
の
課
税

時
期
に
お
け
る
各
資
産
を
評
価

通
達
の
定
め
に
よ
り
評
価
し
た

価
額
の
合
計
額
か
ら
、
課
税
時

期
に
お
け
る
各
負
債
の
合
計
額

を
控
除
し
た
金
額
に
持
分
を
乗

じ
て
計
算
し
た
金
額
に
よ
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
は
、
社
員
の
出
資
に
係

る
責
任
を
規
定
し
た
会
社
法

５
８
２
条
が
準
用
し
て
い
る
民

法
６
８
１
条
に
は
、
「
脱
退
し

た
組
合
員
と
他
の
組
合
員
と
の

間
の
計
算
は
、
脱
退
の
時
に
お

け
る
組
合
財
産
の
状
況
に
従
っ

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

あ
る
こ
と
に
よ
る
。※３

こ
の
理
由
に
基
づ
く
と
、
当

該
一
口
あ
た
り
の
純
資
産
価
額

の
計
算
に
際
し
て
は
、
財
産
評

価
基
本
通
達
１
８
６－

２
（
評

価
差
額
に
対
す
る
法
人
税
等
に

相
当
す
る
金
額
）
に
定
め
る
評

価
差
額
に
対
す
る
法
人
税
額
等

の
控
除
は
行
わ
な
い
こ
と
が
相

当
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
税
理
士
法
人
の
社
員

の
議
決
権
は
出
資
持
分
割
合
で

は
な
く
、
各
社
員
が
１
議
決
権

の
み
を
有
す
る
（
法
４８
の
１１
）

こ
と
か
ら
、
同
通
達
１
８
５
に

定
め
る
２０
％
評
価
減
の
特
例
の

適
用
も
で
き
な
い
と
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
合
名
会
社
で
は
、
相

続
時
の
持
分
承
継
時
に
お
け
る

持
分
の
価
額
は
、
財
産
評
価
基

本
通
達
の
取
引
相
場
の
な
い
株

式
の
評
価
方
法
に
準
ず
る
と
し

て
い
る
※４

が
、
税
理
士
法
で
は

税
理
士
法
人
の
出
資
の
承
継
は

認
め
て
お
ら
ず
、
社
員
の
相
続

人
は
単
に
死
亡
し
た
社
員
の
持

分
払
戻
請
求
権
等
を
相
続
す
る

だ
け
で
あ
り
※５

、
こ
の
評
価
方

法
を
採
用
す
る
こ
と
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。

会
社
法
上
の
規
定
は
６
１
１

条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
具

体
的
な
評
価
方
法
を
定
め
る
規

定
は
な
い
。
そ
こ
で
、
会
社
財

産
の
評
価
を
時
価
に
よ
る
か
簿

価
に
よ
る
か
の
判
断
が
問
題
と

な
る
が
、
最
高
裁
昭
和
４４
年
の

判
決
で
は
「
事
業
の
継
続
を
前

提
と
し
、
な
る
べ
く
有
利
に
こ

れ
を
一
括
譲
渡
す
る
場
合
の
価

額
を
標
準
と
す
べ
き
」
と
し
て

時
価
評
価
を
判
示
し
た
※６

。

こ
の
判
決
を
契
機
に
学
説

は
、
退
社
の
場
合
の
持
分
評
価

に
は
、
営
業
の
存
続
と
企
業
の

解
体
の
両
面
か
ら
の
考
察
が
可

能
で
あ
り
、
そ
の
中
間
的
解
決

を
図
る
も
の
が
唱
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
。※７
こ
の
最
高
裁

判
決
は
事
業
協
同
組
合
の
事
案

で
あ
っ
た
が
、
合
名
会
社
、
合

資
会
社
に
お
け
る
退
社
員
の
払

戻
持
分
の
算
定
の
基
礎
に
な
る

財
産
評
価
に
も
妥
当
す
る
、
と

主
張
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で

あ
る
。※８
し
た
が
っ
て
、
こ
の

最
高
裁
判
決
の
判
旨
は
税
理
士

法
人
の
出
資
払
戻
請
求
権
の
評

価
に
も
標
準
化
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。

４
�
出
資
払
戻
の
問
題
点

上
記
で
検
討
し
た
よ
う
に
、

税
法
上
に
お
け
る
出
資
持
分
払

戻
請
求
権
の
評
価
方
式
は
、
類

似
業
種
比
準
方
式
と
の
併
用
や

配
当
還
元
方
式
を
認
め
て
い
な

い
。
要
求
さ
れ
る
純
資
産
価
額

方
式
に
よ
る
評
価
は
時
価
評
価

で
は
な
い
が
、
資
産
に
含
み
益

が
生
じ
て
い
る
場
合
や
過
年
度

の
内
部
留
保
が
貯
ま
り
多
額
と

な
る
場
合
に
は
、
退
社
員
の
出

資
持
分
評
価
額
も
多
額
と
な
る

こ
と
も
想
定
さ
れ
、
こ
の
社
員

の
退
社
に
伴
い
評
価
さ
れ
た
出

資
持
分
相
当
額
が
金
銭
に
よ
り

払
い
戻
さ
れ
た
場
合
、
税
理
士

法
人
の
事
業
の
存
続
が
困
難
と

な
る
事
態
が
生
じ
得
る
と
考
え

ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
態
の
発
生
を

未
然
に
防
止
す
る
た
め
に
は
、

出
資
持
分
払
戻
補
償
額
を
予
め

定
款
に
別
段
の
定
め
を
規
定
し

て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ

れ
る
。※９

税
理
士
法
人
の
定
款
に
お
い

て
、
絶
対
的
記
載
事
項
（
法
４８

の
８
③
）
に
は
社
員
の
出
資
に

関
す
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
出
資
時
の
定
め

で
あ
り
、
払
戻
に
関
し
て
は
定

め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
、
判
例
で
は
、
除
名
に
よ

る
退
社
の
場
合
に
払
戻
請
求
権

を
失
う
旨
の
定
款
の
定
め
を
有

効
と
し
て
お
り
※１０

、
こ
れ
を
踏

ま
え
、
大
野
教
授
は
「
合
名
会

社
お
よ
び
合
資
会
社
で
は
、
定

款
に
よ
っ
て
、
持
分
払
戻
請
求

権
を
帳
簿
価
額
で
評
価
す
る
範

囲
に
縮
減
す
る
等
の
内
容
を
含

む
補
償
条
項
を
設
定
す
る
こ
と

は
、
法
律
上
、
当
然
に
有
効
で

あ
る
と
解
す
る
。
」
※１１

と
し
て

い
る
。

合
名
会
社
の
規
定
の
多
く
を

準
用
し
て
い
る
税
理
士
法
人
に

と
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
定
め

を
お
く
可
能
性
は
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

５
�
税
理
士
法
人
定
款
へ
の
補
償
条
項
適

用
可
能
性

前
述
し
た
よ
う
に
、
税
理
士

法
人
の
内
部
関
係
は
人
的
会
社

と
同
様
と
解
さ
れ
て
お
り
、
社

団
性
の
概
念
よ
り
も
準
組
合
性

の
概
念
で
考
察
す
る
妥
当
性
が

認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
定
款

に
お
い
て
社
員
退
社
時
の
出
資

持
分
払
戻
に
関
す
る
補
償
条
項

の
設
定
は
、
「
持
分
の
客
観
的

交
換
価
値
の
う
ち
、
時
価
マ
イ

ナ
ス
補
償
額
に
相
当
す
る
部
分

が
退
社
員
か
ら
会
社
へ
、
ひ
い

て
は
残
存
社
員
へ
移
転
す
る
こ

と
が
、
事
業
の
存
続
と
い
う
見

地
か
ら
、
法
律
上
許
容
さ
れ

る
」
※１２

と
い
う
判
断
に
基
づ

き
、
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
懸
念
さ
れ
る

の
は
税
法
上
の
問
題
で
あ
る
。

税
理
士
法
及
び
会
社
法
上
、
補

償
条
項
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て

も
、
そ
の
補
償
額
が
税
務
上
の

評
価
額
に
満
た
な
い
場
合
、
そ

の
差
額
に
つ
い
て
は
、
退
社
員

か
ら
残
存
社
員
へ
の
み
な
し
贈

与
と
し
て
課
税
対
象
に
な
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
課
税
問
題
へ
の
対
処

方
法
に
対
す
る
社
員
間
の
合
意

形
成
が
、
現
実
的
な
補
償
条
項

設
定
の
前
提
条
件
に
な
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

税
理
士
法
人
が
存
続
す
る
た

め
に
補
償
条
項
が
許
容
さ
れ
る

べ
く
議
論
を
待
ち
た
い
と
思
う

と
同
時
に
、
補
償
条
項
を
担
保

す
る
た
め
の
税
務
上
の
制
度
化

も
検
討
さ
れ
る
べ
き
と
考
え

る
。税

理
士
法
人
の
み
な
ら
ず
、

各
士
業
法
人
に
お
い
て
も
事
業

存
続
性
の
検
討
は
必
要
と
思
わ

れ
、
合
名
会
社
の
条
文
を
準
用

し
て
い
る
（
弁
護
士
法
３０
の

３０
、
公
認
会
計
士
法
３４
の
２２
、

弁
理
士
法
５５
な
ど
）
た
め
、
そ

の
社
員
間
の
内
部
関
係
は
準
組

合
法
理
の
適
用
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
よ
っ
て
、
各
士
業
法
人

に
お
い
て
も
定
款
の
補
償
条
項

の
設
定
可
能
性
と
税
務
上
の
問

題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

今
回
は
私
見
に
基
づ
く
一
試

論
を
展
開
し
た
が
、
会
員
各
位

の
積
極
的
な
議
論
に
よ
り
、
こ

の
問
題
を
活
性
化
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
願
っ
て
や
ま
な
い
。

士
業
法
人
の
出
資
評
価
に
関
す
る
一
考
察

長塚寿夫
【芝】

（
参
考
文
献
）

（
ア
）
日
本
税
理
士
会
連
合
会
「
税
理

士
法
人
の
手
引
」
平
成
２４
年
５
月

（
イ
）
日
本
税
理
士
会
連
合
会
制
度
部

「
税
理
士
法
人
に
関
す
る
Ｑ
＆

Ａ
」
平
成
２３
年
６
月

（
ウ
）
日
本
税
理
士
会
連
合
会
編
「
新

税
理
士
法

二
訂
版
」
税
務
経
理

協
会

平
成
１９
年
３
月
１０
日

（
エ
）
大
野
正
道
「
中
小
会
社
法
の
研

究
」
信
山
社

平
成
９
年
１０
月
２０

日

（
オ
）
大
野
正
道
「
非
公
開
会
社
と
準

組
合
法
理

総
論
・
各
論
」
第
一

法
規

平
成
２４
年
１２
月
２５
日

（
カ
）
笹
沢
宏
保
「
平
成
２５
年
２
月
改

訂

具
体
的
事
例
に
よ
る
財
産
評

価

の

実

務
Ⅱ
」
清

文

社

２
０
１
３
年
３
月
１５
日

※
１

大
野
正
道（
文
末（
参
考
文
献
）

（
エ
）、
ｐ
２７
）

※
２

税
理
士
法
で
は
「
脱
退
」
と
い

う
が
、
会
社
法
と
の
整
合
性
の
た
め

「
退
社
」
で
統
一
す
る
。

※
３

Ｔ
Ａ
Ｉ
Ｎ
Ｓ
相
続
税
評
価
事
例

７
０
８
０
５
４

「
質
疑
応
答
事
例

８
０
５
４

合
名
会
社
等
の
出
資
の

評
価
」（
東
京
国
税
局
課
税
第
一
部

資
産
課
税
課

資
産
評
価
官「
資
産

税
審
理
研
修
資
料
」（
平
成
１６
年
１２
月

作
成
））

※
４

前
記
注
３

※
５

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
税
理

士
法
人
に
つ
い
て
」
問
１６

※
６

最
判
昭
４４
・
１２
・
１１
民
集
２３
巻

１２
号
２
４
４
７
頁

※
７

大
野
正
道
（
参
考
文
献
（
オ
）、

ｐ
１
７
１
）

※
８

大
野
前
掲
ｐ
１
７
２

※
９

大
野
前
掲
ｐ
１
７
２

※
１０

東
京
高
判
昭
４０
・
９
・
２８
下
民

集
１６
巻
９
号
１
４
６
５
頁

※
１１

大
野
前
掲
ｐ
１
７
３

※
１２

大
野
前
掲
ｐ
１
７
４
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